
 

令和５年度 船木小学校のスタートです！ 

 

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。２年生から６年生のみなさん、進級

おめでとうございます。新しい「令和５年度」は、２５名の１年生と１０名の教職員を迎

え、児童１２４名、教職員２２名でのスタートです。４月に着任しました、校長の徳田修

二（とくだしゅうじ）と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

春休みは、暖かく、よい天気の日が続きました。美しく咲き誇る桜の花を間近で眺め、

楽しまれたご家族も多かったのではないでしょうか。ニュースでは、４年ぶりに対面で行

われている入社式や大学の入学式の様子の映像が、繰り返し流れていました。ノーマスク

の人も多かったように思います。また、野球の世界一を決めるＷＢＣ、甲子園で行われた

高校野球では、球場いっぱいの観戦者、声出し応援をする人達の様子が見られました。「日

常が戻ってきているなあ。」と感じました。しかし、新型コロナの感染拡大が終息したわけ

ではありません。学校では、引き続き、適切な感染症対策を講じながら、子どもたちが、

安心、安全に学校生活を送ることができるようにしていきたいと考えています。 

さて、本年度の学校経営方針は、次の３点を重点事項として取り組んでいきます。 

① 学力の向上（子どもの学習意欲の向上、教員の授業力向上） ・・成長し合う。 

② 価値付けの指導（よさに気付き、自信をもつ。） ・・尊重し合う。 

③ 小中・地域連携の充実（船木・楠地区のよさを発揮する。）・・できることを少しずつ。 

 この１年間、子ども達の健やかな成長のため、 

教職員一丸となって学校教育活動を進めてまい 

ります。保護者の皆様方、地域の方々のご理解、 

ご協力をお願いいたします。 
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職 員 紹 介 

令和５年度のスタートです。全教職員が一丸

となって力いっぱいがんばりますので、どうぞ

よろしくお願いします。 
校  長   徳 田 修 二 
教  頭   渡 邉   浩 
１年１組    佐 伯 佳 子 
２年１組    藤 原 侑 芽 
３年１組  西 村 浩 生 
４年１組    高 原   淳 
５年１組   伊 藤 聖 夏 
６年１組  藤 井 智 之 
なかよし   山 本 清 美 
ひまわり  椎 木 克 己 
あおぞら    末 本 り さ 
通  級  鈴 川 香 織 
養護教諭    河 村 京 子 
栄養教諭    小 野 明 子 
事  務   喜多川 恭 加 
庶 務 員   河 村 和 三 
図書館司書   銭 谷 恭 子 
支 援 員  山 田 千 尋 
支 援 員   道 元 倫 子 
業務アシスタント  城 﨑 乃里子 
A  L  T    ウ ィ ル 
Ｓ  Ｃ  平 岡 志 保 

１０日(月)新任式・始業式・入学式 

１１日(火)給食開始(2～6年) 委員会活動 

１２日(水)PTA評議員会 

１３日(木)１年給食開始 

     身体測定４５６年 

１４日(金)身体測定１２３年 

１７日(月)１年心電図・代表委員会 

１８日(火)６年全国学力学習状況調査 

     ５年確認問題 

２０日(木)参観日・学級懇談会 

ＰＴＡ総会 

学校運営協議会 

２１日(金)宇部市学校教育研修会 

２４日(月)地域訪問① 

２５日(火)地域訪問② 

２６日(水)地域訪問③ 

２７日(木)地域訪問④ 

 

１日(月)委員会活動 

２日(火)職員救命救急講習会 

９日(火)３年自然体験学習・眼科検診 

１０日(水)交通教室(３４年) 

１２日(金)耳鼻科検診 

１３日(土)PTA環境作業 

１８日(木)内科検診(１３５年)  

２５日(木)内科検診(２４６年) 

２６日(金)運動会前日準備 

２７日(土)運動会（雨天順延） 

２９日(月)振替休日 

参観日・PTA総会のご案内 
 
１ 期日  ４月２０日（木） 
２ 日程  授業参観     ９:25～10：10 
       学級懇談会   10：20～10：50 
       ＰTA総会    11：00～12：00 
３ その他 
・検温、手洗い等、感染症防止対策を行ってご
来校ください。 
・履物は、各自でご準備をお願いします。 
・事前配布の総会資料をご持参ください。 
・駐車は運動場へお願いします。出口は、堂城
ヶ丘から一通でお願いします。 

 

最徐行・一方通行等をお願いします！（児童の安全が最優先） 

車での来校の際は、 

①最徐行（徐行とは「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」と道路交通法

で定められています。） 

②一方通行（プール西側（中学校体育館傍）を通行する一方通行です。） 

③一旦停止（学校敷地内ですので歩行者優先です。児童等がいれば、停止願います。） 

④身障者用駐車場（ご利用は、該当者の方だけです。） 

の４点を必ず守っていただきますようお願いいたします。 


